
2億431万円を追加し、総額118億7047万円とする補正予算、財産の処分など4議案を可決した。
主な補正は、訪日客向け旅行プランの商品化に向けた業務委託料3140万円等。財産の処分は河陰
地区の村有地2万8千㎡を同所で旅館を経営する業者に5千万円で売却する。

【第2回臨時会 7月17日開催】

誕生から20周年」偉大なる田舎づくりへ

一般会計総額は119億3千万円に　昨年不認定の決算は認定

【合併20周年記念事業】
村は来年２月13日に村制20周年を迎える。さらなる

飛躍に向けての記念事業経費委託料800万円の補正予
算。事業は1月19日開催予定の記念式典（会場は南阿蘇
中体育館）と記念冠事業（来年1年間の各事業）。内容
は検討中。

【包括支援センターネットワーク整備】
センターは、地域で高齢者を支えるシステムの中核機関としての役割がある。そのため、地域の社会

資源が連携し、資源を最大限活かすためのネットワーク設備を整備する経費。

【空き家実態調査、基本計画策定】
村全体の空き家の実態調査を実施し、昨年大幅に改正された空き家対策特措法を反映した基本計画策

定するための予算。

【恒久防火帯緊急整備事業】
整備予定は久石第2牧野（第3駐在区）と猶須牧野（第

5駐在区）の2箇所で、事業費の2分の1を熊本県が委託
料で支払う。

【あそ望の郷トイレ改修設計】
多くの観光客や修学旅行等学校行事で使用時混

雑する既存トイレ。トイレ増設改修のための設計
費。1.5倍に拡張され、渡り廊下も新設される予定。

合併10周年時の記念式典

整備済の防火帯

3南阿蘇議会だより

特
　
　
集


